
 

 

重要事項説明書 

（指定訪問介護 訪問介護ステーション柳光） 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

奈良県指定 第２９７３５００２４８号 

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定訪問介護（以下「訪問介護等」という。）サービス

を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上、ご注意いただき

たいことを次のとおり説明します。 
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１．事業者 

（１）法人名       社会福祉法人太陽の村 

（２）法人所在地     奈良県吉野郡吉野町大字柳１３９５番１ 

（３）電話番号      ０７４６－３５－９２９４ 

（４）代表者氏名     理事長 辻村 洋子 

（５）設立年月      平成２３年４月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定訪問介護事業所（令和４年４月１日指定） 

             奈良県指定 第２９７３５００２４８号 

（２）事業の目的      事業者は、利用者に対して利用者が可能な限り、居宅に

おいてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように訪問介護等のサービスの提供を行う。 

（３）事業所の名称    訪問介護ステーション柳光 

（４）事業所の所在地   奈良県吉野郡吉野町大字柳１３９５番１ 

（５）電話番号      ０７４６－３５－９２９４ 

（６）事業所長（管理者） 橋場 靖 

（７）開設年月      令和４年４月１日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施区域  

奈良県吉野郡吉野町全域 

   ※その他の地域の方でもご希望の方は相談ください。 

（２）営業日及び営業時間 

    営業日   月曜日～土曜日 

    受付時間  ８時３０分～１７時３０分 

    ※但し、電話等により、２２時までは連絡が可能な体制を取ります。 

    サービス提供日  月曜日～土曜日 

    サービス提供時間 ７時３０分～２０時 

（３）外部第三者評価の実施状況 

    第三者評価実施の有無 ： 無 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．職員の配置状況  

当事業所では、ご契約者に対して訪問介護のサービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 

 《主な職員の配置状況》 

職種 職員数 

１．管理者 １名 常勤兼務 

２．サービス提供責任者 １名以上 

３．訪問介護員等 ２.５名以上（常勤換算） 

① 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

② 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務時間延時間数の総数を当事業における

常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

（例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、１名（８時間×５

名÷４０時間＝１名）となります。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して、以下のサービスを提供します。 

（１）サービスの概要 

① 身体介護：入浴、排せつ、食事、体位交換、更衣介助等ご利用者の身体に直接

触れて行う支援 

② 生活援助：調理、洗濯、掃除、買い物等日常生活に関わる支援 

（２）利用料金 

◎身体介護 

 
単位数  

（単位/回） 

基本利用料

（円/回） 

利用者負担（円/回） 

1 割 2 割 3 割 

所要時間 20 分未満 163 1,630 163 326 489 

所要時間 20 分以上 30 分未満 244 2,400 244 488 732 

所要時間 30 分以上 1 時間未満 387 3,870 387 774 1,161 

所要時間 1 時間以上 567 5,670 567 1,134 1,701 

所要時間 1 時間を超える 30 分毎 +82 +820 +82 +164 +246 

 

 

 

 

 



 

 

◎生活援助 

 
単位数  

（単位/回） 

基本利用料

（円/回） 

利用者負担（円/回） 

1 割 2 割 3 割 

所要時間 20 分以上 45 分未満 179 1,790 179 358 537 

所要時間 45 分以上 220 2,200 220 440 660 

◎身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

 
単位数  

（単位/回） 

基本利用料

（円/回） 

利用者負担（円/回） 

1 割 2 割 3 割 

所要時間 20 分以上 45 分未満 +65 +650 +65 +130 +195 

所要時間 45 分以上 70 分未満 +130 +1,300 +130 +260 +390 

所要時間 70 分以上 +195 +1,950 +195 +390 +585 

 

※夜間（午後 6 時から 10 時）又は、早朝（午前 6 時から 8 時）にサービス提供を行っ

た場合は、上記金額の 25.0％加算されます。 

※深夜（午後 10 時から翌朝 6 時）にサービス提供を行った場合は、上記金額の 50.0％

加算されます。 

※ご利用者の心身の状況等により、一人の訪問介護員でのサービス提供が困難である

と認められた場合で、ご利用者の同意を得て、二人の訪問介護員でサービス提供を行

った場合、基本利用料金の 2 倍の料金となります。 

※介護保険の利用者負担額については、市町村より発行される負担割合証に記載され

ております割合にて計算させていただきます。 

 

◎その他加算について 

初回加算：200 単位／月 

※初回利用時にサービス提供責任者がサービス提供を行った場合、又は他の訪問介

護員に同行した場合に算定されます。 

緊急時訪問介護加算：100 単位／回 

 ※ご利用者又はそのご家族の要請に基づいて、ケアマネージャーと連携し、あらか

じめ計画された予定以外のサービス提供を緊急に行った場合に算定されます。 

特別地域加算：所定単位数の 15.0％を加算 

 ※国に定められた振興山村の地域に所在する事業所が指定訪問介護のサービス提供

を行った場合に算定されます。 

中山間地域等提供加算：所定単位数の 5.0％を加算 

 ※国に定められた中山間地域等に居住するご利用者に指定訪問介護のサービス提供



 

を行った場合に算定されます。 

認知症専門ケア加算Ⅰ：3 単位／日 

 ※認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上のご利用者が半数以上で、認知症介護実践

リーダー研修修了者を配置し、専門的な認知症ケアを実施。従業員に対し認知症ケ

アに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催した場合に算

定されます。 

認知症専門ケア加算Ⅱ：4 単位／日 

 ※Ⅰの要件を満たし、かつ認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事

業所全体の認知症ケアの研修計画作成・指導を実施した場合に算定されます。 

生活機能向上連携加算Ⅰ：100 単位／月 

 ※訪問リハビリや通所リハビリを行う事業所やリハビリテーションを実施している

医療提供施設の理学療法士などのリハビリテーション専門職が、ご利用者の状態を

確認したうえでアドバイスを行い、サービス提供責任者が計画書を作成（変更）し

た場合に算定されます。 

生活機能向上連携加算Ⅱ：200 単位／月 

 ※訪問リハビリや通所リハビリを行う事業所やリハビリテーションを実施している

医療提供施設の理学療法士などのリハビリテーション専門職が、ご利用者の居宅を

訪問する際に、サービス提供責任者が同行しご利用者の状態を確認し、生活機能向

上を目的とした訪問計画を作成した場合に算定されます。 

特定事業所加算 

※サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保など介

護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認めら

れる加算です。 

 Ⅰ：所定単位数の 20.0％   Ⅱ：所定単位数の 10.0％ 

 Ⅲ：所定単位数の 10.0％   Ⅳ：所定単位数の 5.0％ 

 Ⅴ：所定単位数の 3.0％ 

介護職員等処遇改善加算 

  Ⅰ：所定単位数の 24.5％   Ⅱ：所定単位数の 22.4％ 

  Ⅲ：所定単位数の 18.2％   Ⅳ：所定単位数の 14.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◎介護保険の給付対象とならないサービスについては、利用料金の全額をご契約者

にご負担いただきます。 

◎介護保険給付の限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金

の全額がご契約者の負担となります。 

 

◎サービス実施区域外にお住まいのご利用者様は、別途交通費として当事業所から

片道１５キロメートルを超えた地点から１キロメートルにつき２０円をご負担いた

だきます。 

（３）利用料金のお支払い方法 

ご利用料金は１か月毎に計算し、翌月１０日前後に請求いたしますので、末日まで

にお支払い下さい。 

（４）利用の中止、変更、追加 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日、自宅に到着後、利用の中止の申し出

をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。但し、

体調不良等の正当な事由があり、やむを得ず連絡ができない場合は、この限りでは

ありません。 

①前日までに連絡があった場合、キャンセル料は無料。 

②前日までに連絡がなく、当日ご自宅に到着後に中止の申し出があった場合は 

キャンセル料として基本料金の１０％の料金をいただきます。 

※サービス利用の変更・追加の申し出に対して、従業者の稼働状況により契約者の 

希望する時間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示 

して調整します。 

 

６．緊急時の対応方法 

ご利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡い

たします。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送などの必要な措置をとります。

又、事故発生時には、ご利用者のご家族、市町村に対して連絡を行うなどの必要な

措置を行います。 

 

７．サービス利用に関する留意事項 

（１）訪問介護員について 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

（２）サービス提供について 

※サービスは、「訪問介護計画」に基づいて行います。実施に関する指示・命令はす

べて事業者が行います。 

 ※サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ 

せていただきます。又、清拭タオルについては、ご利用者が準備するものとします。 

 



 

（３）サービス内容の変更 

 訪問時に、ご利用者の体調等の理由で「訪問介護計画」で予定されていたサービス 

の実施ができない場合には、ご利用者の同意を得て、サービスの内容を変更します。 

その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を 

請求します。 

 

（４）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次の各号に該 

当する行為を行いません。 

①医療行為 

②契約者もしくはその家族等の金銭、預貯金通帳、証書等の預かり 

③契約者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受 

④契約者の家族等に対するサービスの提供 

⑤飲酒・喫煙及び飲食 

⑥契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑦その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（５）契約者もしくはその家族等の禁止行為 

契約者及びその家族等は、訪問介護員に対する次の行為は禁止します。 

①ハラスメント行為 

・ 身体的暴力･･･叩く、蹴るなど身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

・ 精神的暴力･･･怒鳴ったり、威圧的な態度で文句を言う、など個人の尊厳や

人格を言葉や態度によって傷つける行為 

・ セクシュアルハラスメント･･･意に沿わない性的な誘いかけや嫌がらせ行為 

②飲酒の強要 

③暴力行為 

④迷惑行為 

⑤身体及び財物の損傷、又は損壊 

※契約者が酒酔いの状態の場合は、サービスの提供を行いません。 

 

８．高齢者虐待の防止 

ご利用者などの人権擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ 

ます。 

①研修等を通じ、すべての職員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 

②個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

③職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、職員がご利用者 

などの権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

９．苦情の受付について 

（１）苦情の受付  

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    ○苦情受付窓口  

訪問介護ステーション柳光 担当者 松本 真寿美 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

     ＴＥＬ    ０７４６－３５－９２９４ 

 

（２）行政機関・その他の苦情受付機関 

吉野町 長寿福祉課 

奈良県吉野郡吉野町大字丹治１３０－１ 

ＴＥＬ ０７４６－３２－８８５６ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 

奈良県国民健康保険連合会 

奈良県橿原市大久保３０２－１ 

ＴＥＬ ０７４４－２１－６８１１ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 

第三者委員  大北 雅祥 

奈良県吉野郡大淀町土田５０７－３０７ 

第三者委員  竹谷 康則 

奈良県吉野郡吉野町大字峰寺７番地 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

訪問介護等のサービスの提供の開始に際し、本書面に基に重要事項の書面を交付し、 

説明を行いました。 

 

令和   年  月  日 

   

指定訪問介護事業所 

  訪問介護ステーション柳光 

 

説明者  氏名               ㊞ 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問介護等のサービス提

供の開始に同意しました。 

 

契約者    住所                      

 

   

         氏名                    ㊞ 

 

 

保証人    住所                      

 

        

氏名                    ㊞ 

 

※この重要事項説明書は、厚生省第３７号（平成１１年３月３１日）第８条の規定に

基づき作成したものです。 


